
粥
時
と
僧
前

石

原

智

則

下
向
井
龍
彦

一
九
九
七
年
六
月
二

O
日
の
『
小
右
記
』
演
習
で
石
原
が
担
当
し
た
長
徳
二
年

（
九
九
六
）
五
月
二
日
条
に
、

A
新
中
納
言
道
綱
亡
母
周
忌
法
事
、
送
七
僧
粥
時
、

と
い
う
記
事
が
出
て
き
た
。
演
習
の
準
備
過
程
で
石
原
は
困
っ
た
面
も
ち
で
教
官
室

に
や
っ
て
き
て
下
向
井
に
尋
ね
た
。

1 9 9 8 

石
原
：
先
生
、
こ
こ
に
出
て
く
る
「
粥
時
」
、
法
事
の
時
に
お
坊
さ
ん
に
出
す
お
膳

と
い
う
よ
う
な
意
味
だ
と
思
う
ん
で
す
が
、
よ
く
わ
か
ら
な
い
ん
で
す
。
「
か
ゆ
ど

き
」
と
読
ん
で
ま
ず
日
本
国
語
大
辞
典
と
諸
橋
大
漢
和
辞
典
に
あ
た
っ
て
み
た
ん
で

す
が
、
出
て
な
い
ん
で
す
。

下
向
井
：
ぞ
う
か
。
「
か
ゆ
ど
き
」
か
「
し
ゅ
く
じ
」
か
ど
っ
ち
か
わ
か
ら
ん
が
、

他
の
用
例
を
見
て
み
た
か
な
？

石
原
：
ま
だ
で
す
。
索
引
に
も
出
て
ま
せ
ん
。

下
向
井
：
そ
う
だ
ろ
う
な
。
ぞ
れ
な
ら
周
忌
法
事
の
と
こ
ろ
を
か
た
っ
ば
し
か
ら
め

く
っ
て
用
例
を
探
さ
ん
に
ゃ
い
け
ん
の
。

石
原
：
え
え
！
『
小
右
記
』
全
部
で
す
か
？

下
向
井
：
あ
た
り
ま
え
よ
お
！
そ
れ
く
ら
い
で
め
ん
ど
う
が
っ
て
て
ど
う
す
る
ん
な

ら
！

石
原
：
わ
、
わ
か
り
ま
し
た
。
調
べ
て
み
ま
す
。

下
向
井
：
ぞ
れ
か
ら
、
法
事
に
招
い
た
お
坊
さ
ん
に
出
す
お
揺
を
「
僧
前
」
と
い
う

か
ら
、
「
粥
時
」
は
「
僧
前
L

の
よ
う
な
も
の
だ
ろ
う
と
思
う
の
で
、
「
僧
前
」
も

第 2号史人

一
緒
に
見
て
ご
ら
ん
。

何
回
か
し
て
。

石
原
：
先
生
、
あ
り
ま
し
た
、
あ
り
ま
し
た
。
九
例
も
あ
り
ま
し
た
。

B
太
政
大
臣
藤
原
頼
忠
七
々
御
法
事

参
東
北
院
、
今
日
故
太
相
府
七
々
御
法
事
也
、
七
僧
外
有
六
十
僧
、

七
僧
粥
時
左
大
臣
（
源
雅
信
）
・
右
大
臣
（
藤
原
為
光
）
・
六
条
大
納
言
（
源

重
信
）
・
左
衛
門
督
（
源
重
光
）
・
源
中
納
言
（
源
伊
捗
）
・
勘
解
由
長
官

（
藤
原
佐
理
）
、
俗
客
右
大
将
（
源
済
時
）
上
達
部
・
阪
上
人
、
内
蔵
頭
｛
藤
原
高

速

）

、

誇

大

夫

、

（

永

詐

元

年

八

月

十

一

日

条

）

C
皇
太
后
宮
御
八
鱒

皇
太
后
宮
御
八
講
、
僧
綱
粥
時
一
前
、
依
仰
令
奉
高
器
十
二
本
、
加
打
敷
、
破

子
七
荷
、
彼
宮
定
衝
重
九
合
・
破
子
三
荷
也
、
事
依
専
練
（
純
カ
）
頗
過
其
定

耳

、

（

正

暦

元

年

十

二

月

九

日

条

）
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D
信
濃
守
藤
原
永
年
周
忌
法
事

明
日
故
信
濃
守
周
忌
法
事
於
台
山
修
、
七
僧
粥
時
一
前
、
今
日
令
上
送
之
、

（
正
暦
元
年
十
二
月
二
十
五
日
条
）

E
円
融
上
皇
御
念
仏

詣
修
理
大
夫
（
藤
原
懐
平
）
御
許
、
間
御
法
事
案
内
、
請
七
僧
一
人
粥
時
事
、

参
故
院
御
念
仏
、
大
僧
正
・
藤
大
納
言
（
藤
原
朝
光
）
被
参
、

．．． 

（
正
暦
四
年
三
月
十
五
日
条
）

F
椀
子
女
王
周
忌
法
事

払
暁
向
禅
林
寺
、
故
女
御
（
嫡
子
女
王
）
周
忌
法
事
日
也
、
源
相
公
（
俊
賢
）

・
右
兵
衛
督
（
源
憲
定
）
・
右
源
中
将
（
頼
定
）
早
来
、
堂
東
妻
援
仮
庇
差
食
、
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所
主
情
、
四
品
・
五
品
来
会
、
上
達
部
・
殿
上
人
・
諸
大
夫
多
在
俗
客
所
之
由
云

々
、
早
朝
先
送
法
服
七
僧
、
僧
網
晶
君
、
凡
僧
一
軍
国
て
奉
図
阿
弥
陀
浄
土
、
奉
書
銀
字

法
花
経
・
具
経
等
、
紺
需
水
精
軸
、
納
紫
檀
雷
、
以
蘇
木
欄
脚
色
、
未
刻
許
打
鐘
、
諸

僧
入
堂
、
入
礼
着
座
、
申
終
事
託
、

七
僧

講
師
前
律
師
厳
久
呪
眼
律
師
慶
円

三
礼
律
師
深
覚
読
師
阿
闇
梨
院
源
法
性
寺
座
主
、

唄

阿

潤

梨

仁

散

花

開

閣

梨

証

空

堂
達
内
供
阿
閣
梨
覚
縁
此
他
屈
請
六
十
僧

誇
僧
布
施
（
略
）

粥
時
人
々

平
中
納
言
（
惟
中
）
右
衛
門
督
（
藤
原
公
任
）

近
江
守
則
忠
（
源
）

右
馬
頭
適
任
（
藤
原
）
摂
津
守
棟
世
（
藤
原
）

調
議
所
々
（
略
）

願
文
式
部
権
大
輔
匡
衡
作
之
、

入
礼
人
々
（
略
｝

今
日
堂
章
子
用
五
位
、
酉
刻
許
帰
家
、

左
兵
衛
督
（
源
誠
信
）

奉
職
朝
臣
（
源
）

（
長
保
元
年
七
月
三
日
条
）

G
太
皇
太
后
宮
（
昌
子
内
親
王
）
周
忌
御
法
事

参
宮
、
権
大
夫
（
藤
原
輔
正
）
・
源
宰
相
（
俊
賢
）
同
参
、
定
七
僧
及
百
僧
・

七
僧
粥
時
事
等
、
講
師
大
僧
都
算
、
呪
願
権
僧
正
観
修
、
読
師
少
僧
都
済
信
、

三
礼
少
僧
都
勝
算
、
唄
律
師
尊
叡
、
散
花
岡
閤
梨
証
空
、
堂
達
阿
鴎
梨
称
慧
、

百
僧
内
供
阿
閤
梨
・
諸
寺
名
僧
・
候
御
忌
之
僧
・
観
音
院
念
仏
僧
等
也
、
七
僧

前
余
・
権
大
夫
・
源
宰
相
・
亮
二
人
・
大
進
二
人
、
（
長
保
元
年
十
二
月
十
八
日
条
）

H
一
品
宮
（
資
子
内
親
王
）
周
忌
御
法
事

按
察
大
納
言
苦
情
、
使
前
備
前
守
政
職
云
、
晦
日
可
被
修
故
一
品
宮
（
資
子
内

親
王
）
周
忌
御
法
事
、
可
労
七
僧
粥
時
者
、
報
勤
奉
之
由
託
、

（
長
和
五
年
三
月
十
日
条
）

I
故
一
品
宮
周
忌
御
法
事
、
於
律
師
朝
寿
寺
被
修
、
彼
宮
件
寺
内
建
立
一
堂
、
何

所
被
修
云
々
、
粥
時
一
前
奉
送
、
高
野
十
二
本
加
吉
原
・
大
破
子
一
語
、
今
日
七
僧
外
百
僧

云

々

、

（

長

和

五

年

三

月

三

十

九

日

条

）

下
向
井
：
よ
し
ょ
し
。
や
ろ
う
と
思
え
ば
で
き
る
じ
ゃ
な
い
か
。
へ
え
、
ほ
と
ん
ど

「
僧
前
」
と
同
じ
意
味
だ
ね
。

石
原
：
は
い
。
と
く
に
G
を
み
て
下
さ
い
。
「
七
僧
粥
時
」
が
「
七
僧
前
」
と
言
い

替
え
ら
れ
て
い
ま
す
。
「
粥
時
」
は
「
僧
前
」
と
お
お
よ
そ
同
じ
意
味
と
み
て
よ
さ

そ
う
で
す
。

下
向
井
：
そ
の
よ
う
だ
ね
。
だ
け
ど
、
「
僧
前
」
と
せ
ず
に
「
粥
時
」
と
す
る
用
例

が
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
何
か
違
い
が
あ
る
の
だ
ろ
う
か
、
そ
れ
と
も
ま
っ
た
く
同

じ
意
味
で
た
ん
に
言
い
替
え
ら
れ
て
い
る
だ
け
な
の
だ
ろ
う
か
？
そ
の
あ
た
り
ど
う

か
な
？
「
僧
前
」
の
事
例
も
集
め
た
か
な
っ
・

石
原
：
少
し
は
・
正
・
こ
れ
か
ら
で
す
。

下
向
井
：
そ
れ
か
ら
「
粥
」
の
語
義
に
も
気
を
つ
け
て
お
く
よ
う
に
。
関
係
あ
る
か

ど
う
か
わ
か
ら
ん
が
、
近
衛
府
で
は
、
近
衛
舎
人
ら
の
馬
芸
・
射
芸
の
練
習
期
間
中

に
大
将
ら
が
慰
労
の
た
め
に
御
馳
走
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
が
、
ぞ
れ
を
「
粥

次
」
と
い
っ
て
い
る
。
鳥
谷
智
文
君
が
「
王
朝
国
家
期
に
お
け
る
近
衛
府
府
務
運
営

に
つ
い
て
の
一
考
察
」
（
『
史
学
研
究
』
一
九
九
号
一
九
九
一
年
）
で
詳
し
く
書

い
て
い
る
か
ら
読
ん
で
み
た
ら
。

石
原
：
へ
え
、
面
白
い
で
す
ね
。

下
向
井
：
よ
し
、
演
習
の
と
き
に
明
快
な
説
明
が
で
き
る
よ
う
に
し
て
お
き
な
さ
い
。

一一
一

六
月
二

O
日
の
発
表
の
な
か
で
。

( 70 ) 



1 9 9 8 

石
原
：
『
か
げ
ろ
う
日
記
』
で
有
名
な
例
の
道
綱
の
母
の
周
忌
法
事
に
実
資
が
七
僧

弼
時
を
送
り
ま
し
た
。
こ
こ
で
実
資
が
送
っ
た
「
七
僧
務
時
」
で
す
が
、
史
料
B
か

ら
I
の
用
例
に
よ
っ
て
考
え
て
み
ま
し
た
。

B
・
D
・
F
－

G
－

H
に
み
る
よ
う
に

周
忌
法
事
に
は
「
七
僧
粥
時
」
が
み
え
ま
す
。
七
僧
と
は
、
具
体
的
に
は
Y
－

G
に

み
え
る
法
事
で
そ
れ
ぞ
れ
の
役
割
を
果
た
す
「
講
師
・
呪
願
・
三
礼
・
読
師
・
唄
・

散
花
・
堂
達
」
を
勤
め
る
僧
侶
の
こ
と
で
す
。
『
拾
芥
抄
』
に
も
「
七
僧
」
と
し
て

出
て
き
ま
す
。
こ
の
七
僧
に
供
え
る
食
醐
臓
が
「
粥
時
」
で
、
願
主
が
法
事
の
案
内
を

出
す
と
き
親
密
な
貴
族
七
人
に
あ
ら
か
じ
め
ご
前
」
ず
つ
出
し
て
く
れ
る
よ
う
要

請
し
ま
す
（
C
・
E
－

H
）
。
皇
太
后
宮
の
御
八
講
・
周
忌
法
事
の
場
合
、
事
前
の

「
定
」
で
招
請
す
る
七
僧
と
粥
時
負
担
者
の
人
選
が
行
わ
れ
（
G
）
、
粥
時
の
メ
ニ

ュ
ー
が
決
め
ら
れ
（
C
）
、
指
名
さ
れ
た
人
に
提
供
が
命
じ
ら
れ
て
い
ま
す
（
C
）。

依
頼
さ
れ
た
人
は
法
事
の
前
日
（

D
）
ま
た
は
当
日
（
I
）
に
「
粥
時
」
を
会
場
に

送
っ
た
よ
う
で
す
。

C
で
実
資
は
事
前
の
「
定
」
で
決
め
ら
れ
た
メ
ニ
ュ
ー
よ
り
賛

沢
な
内
容
の
「
粥
時
」
を
要
求
さ
れ
て
怒
っ
て
い
ま
す
。
「
粥
時
一
前
」
の
メ
ニ
ュ

ー
は
「
高
杯
十
二
本
加
打
敷
・
大
破
子
三
荷
」
（
I
）
・
「
高
器
十
二
本
加
打
敷
、

破
子
七
荷
」
・
「
衝
重
九
合
・
破
子
三
荷
」
（
C
）
な
ど
で
し
た
。

と
こ
ろ
で
「
粥
時
」
と
同
じ
意
味
で
よ
り
一
般
的
に
使
わ
れ
る
の
が
「
僧
前
」
で

す
。
『
小
右
記
』
で
「
粥
時
」
が
九
例
で
あ
る
の
に
対
し
、
「
僧
前
」
は
四
七
例
も

あ
り
ま
す
。
や
は
り
「
法
事
」
に
「
七
僧
前
一
前
」
を
送
る
と
い
う
事
例
が
い
く
つ

も
あ
り
（
た
と
え
ば
永
詐
元
年
六
月
五
日
条
）
、
メ
ニ
ュ
ー
も
「
高
坪
十
二
枚
加
折

敷
二
具
」
（
寛
弘
二
年
十
月
十
九
日
条
）
・
「
高
杯
十
二
本
加
折
敷
、
大
破
子
五
荷
、

米
品
川
石
」
（
万
寿
四
年
十
月
二
十
八
日
条
）
と
だ
い
た
い
同
じ
で
す
。
両
者
に
は
明

確
な
区
別
は
な
い
よ
う
に
思
い
ま
す
。
「
粥
時
」
が
「
僧
前
」
と
同
義
で
あ
る
こ
と

は、

G
で
「
七
僧
粥
時
」
が
「
七
僧
前
」
と
言
い
替
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
、
ー
で
実

資
が
送
っ
た
「
粥
時
二
則
」
に
対
し
て
、
後
日
、
大
納
言
済
信
か
ら
「
故
一
品
宮
御

法
事
僧
前
事
」
に
つ
い
て
感
謝
す
る
書
状
が
寄
せ
ら
れ
て
い
る
こ
と
（
長
和
五
年
四

月
二
日
条
）
か
ら
も
わ
か
り
ま
す
。
「
粥
時
」
に
つ
い
て
は
以
上
で
す
。

第 2号史人

岡
井
：
「
粥
時
」
と
「
僧
前
」
は
ま
っ
た
く
同
じ
な
の
で
す
か
。
法
事
の
性
格
の
違

い
な
ど
な
い
の
で
す
か
。

石
原
：
は
っ
き
り
し
た
違
い
は
な
い
と
思
い
ま
す
。

下
向
井
：
そ
う
だ
ろ
う
ね
。
だ
け
ど
、
君
の
あ
げ
た
『
小
右
記
』
の
史
料
で
は
「
粥

時
」
の
場
合
、
周
忌
法
事
が
五
例
、
院
宮
主
催
の
御
八
講
・
御
念
仏
、
太
政
大
臣
の

七
七
法
事
が
各
一
例
だ
。
圧
倒
的
に
周
思
法
事
の
と
き
が
多
い
と
み
て
よ
い
．
そ
れ

に
対
し
「
僧
前
」
の
表
で
は
、
実
資
祖
父
実
頼
・
一
父
斉
敏
・
母
の
忌
日
二
ニ
例
、
七

七
法
事
一
一
例
、
周
忌
法
事
九
例
、
落
慶
供
養
八
例
、
道
長
第
法
華
八
講
・
三
十
講

三
例
、
臨
時
仁
王
会
・
濯
頂
・
誕
諦
各
一
例
と
多
彩
だ
ね
。
「
七
僧
」
に
限
定
さ
れ

な
い
場
合
が
多
い
。
祖
父
・
父
母
の
忌
日
に
は
、
実
資
が
親
し
い
僧
に
身
代
わ
り
に

斎
食
さ
せ
、
読
経
僧
二
、
三
口
に
「
僧
前
」
を
出
し
て
い
る
し
、
後
に
は
「
僧
前
精

進
料
」
「
精
料
」
「
料
米
」
と
し
て
米
を
与
え
て
い
る
ね
。
招
い
た
僧
侶
に
差
し
出

す
お
膳
の
こ
と
を
一
般
的
に
「
僧
前
」
と
表
記
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
な
。
一
方
、

「
粥
時
」
の
場
合
、
ほ
ぼ
「
七
僧
粥
時
」
と
い
う
表
記
の
し
か
た
を
し
て
い
る
。

「
七
僧
」
は
さ
っ
き
石
原
君
が
報
告
し
た
と
お
り
だ
が
、
『
岩
波
仏
教
辞
典
』
に
は

も
っ
と
具
体
的
に
「
①
講
師
、
②
読
師
、
③
食
事
あ
と
施
主
の
祈
願
を
体
し
た
呪
願

文
を
読
む
呪
願
師
、
④
仏
法
僧
あ
る
い
は
三
尊
へ
の
帰
依
礼
拝
を
主
導
す
る
三
礼
師
、

⑤
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
の
経
文
を
曲
調
を
つ
け
て
詠
ず
る
唄
師
、
⑥
花
を
ま
い
て
仏
を

供
養
す
る
散
華
師
、
⑦
式
場
で
の
伝
達
な
ど
雑
務
を
行
う
堂
遣
の
七
人
。
こ
の
う
ち

呪
願
師
に
も
っ
と
も
上
臓
の
者
が
な
る
」
と
わ
か
り
や
す
く
解
説
し
て
い
る
ね
。
ま

た
『
国
史
大
辞
典
』
に
は
「
七
僧
法
会
」
と
い
う
項
が
あ
り
、
七
僧
の
役
僧
の
出
仕

に
よ
っ
て
動
修
さ
れ
る
法
会
を
「
七
僧
法
会
」
と
呼
ぴ
、
平
安
中
期
に
盛
ん
に
行
わ

れ
た
と
説
明
し
て
い
る
。
「
粥
時
」
は
、
厳
密
に
は
周
忌
法
事
な
ど
「
七
僧
法
会
」

の
形
式
で
行
わ
れ
る
法
事
に
「
七
僧
」
に
差
し
出
す
お
膳
と
い
う
限
定
さ
れ
た
用
語

と
し
て
使
わ
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
な
。
つ
ま
り
、
「
粥
時
」
は
「
僧
前
」
と
言

い
替
え
ら
れ
る
け
ど
、
「
僧
前
」
が
す
べ
て
「
粥
時
」
と
言
い
替
え
ら
れ
る
わ
け
で

は
な
い
と
い
う
こ
と
だ
。
こ
の
「
粥
時
」
と
「
僧
前
」
の
微
妙
な
違
い
が
『
小
右
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記
』
だ
け
の
表
記
法
な
の
か
、
も
っ
と
一
般
化
で
き
る
か
だ
ね
。

黒
田
：
「
粥
」
に
ど
う
い
う
意
味
が
あ
る
ん
で
す
か
？

下
向
井
：
そ
れ
ぞ
れ
。
ま
え
に
言
っ
て
お
い
た
だ
ろ
う
。
わ
か
っ
た
か
な
。

石
原
：
は
あ
。
「
粥
」
に
な
ん
か
特
別
の
意
味
で
も
あ
る
か
と
思
っ
て
民
俗
学
事
典

な
ん
か
に
も
あ
た
っ
て
み
た
の
で
す
が
、
い
ま
い
ち
・
・
・
。

回

発
表
後
、
し
ば
ら
く
た
っ
て
．

下
向
井
：
お
い
、
石
原
君
。
例
の
「
粥
時
」
、
や
っ
ぱ
り
「
か
ゆ
ど
き
」
じ
ゃ
あ
な

く
「
し
ゅ
く
じ
」
だ
よ
。
『
仏
教
語
辞
典
』
に
「
飯
時
の
対
。
粥
を
食
す
る
と
き
、

す
な
わ
ち
朝
食
の
時
を
い
う
」
と
で
て
る
ぞ
。
出
典
と
し
て
『
正
法
眼
蔵
』
〈
看

経
）
を
あ
げ
て
る
。
そ
れ
に
日
本
国
語
大
辞
典
の
「
粥
（
し
ゅ
く
）
」
に
も
「
禅
家

で
、
主
と
し
て
朝
食
の
こ
と
を
い
う
」
と
出
て
る
じ
ゃ
な
い
か
。
『
岩
波
仏
教
辞

典
』
の
「
斎
（
と
き
）
」
の
項
に
も
「
朝
食
を
粥
（
し
ゅ
く
）
と
呼
ぶ
の
に
対
し
、

昼
食
を
斎
（
さ
い
）
と
称
す
る
」
と
あ
る
。
そ
う
な
る
と
「
斎
時
（
さ
い
じ
・
と

き
）
」
と
の
関
係
が
問
題
だ
ね
。
つ
ま
り
、
「
粥
時
」
が
朝
食
ま
た
は
朝
食
時
間
、

「
斎
時
」
が
昼
食
・
昼
食
時
間
だ
か
ら
だ
。
『
小
右
記
』
に
「
斎
時
」
の
用
例
が
あ

る
か
だ
が
、
僕
は
み
た
よ
う
な
記
憶
は
な
い
が
な
。
朝
食
べ
る
か
ら
「
粥
時
」
と
い

う
こ
と
な
ら
、
法
事
で
の
斎
食
の
時
間
も
問
題
に
な
る
か
も
し
れ
な
い
ね
。

石
原
：
そ
う
で
す
か
。
「
か
ゆ
ど
き
」
だ
と
ば
か
り
思
っ
て
た
ん
で
、
「
し
ゅ
く
」

と
読
む
な
ん
て
思
い
も
よ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。

下
向
井
：
そ
の
思
い
込
み
が
ダ
メ
な
ん
だ
よ
。
あ
ら
ゆ
る
可
能
性
を
想
定
し
な
い
と

ね
。
も
っ
と
も
は
じ
め
に
「
し
ゅ
く
じ
」
と
読
ん
で
い
た
ら
、
用
例
を
丹
念
に
調
べ

な
か
っ
た
か
も
わ
か
ら
ん
が
ね
。

石
原
：
あ
り
ま
し
た
。
あ
り
ま
し
た
。
『
正
法
眼
蔵
』
（
第
三
十
看
経
）
に
、

「
施
主
入
山
、
請
僧
看
経
は
当
日
の
粥
時
よ
り
、
堂
司
あ
ら
か
じ
め
看
経
牌
を
僧
堂

前
お
よ
び
諸
寮
に
か
く
。
粥
罷
に
拝
席
を
聖
僧
前
に
し
く
。
」
「
粥
罷
よ
り
斎
時
に

い
た
る
ま
で
看
経
す
。
」
と
あ
り
ま
す
。
頭
注
で
は
「
粥
時
」
を
「
飯
時
に
対
し
、

朝
食
時
」
、
「
粥
罷
」
を
「
早
朝
喫
食
後
」
、
「
斎
時
」
を
「
斎
食
を
食
う
と
き
。

朝
か
ら
正
午
ま
で
の
閣
の
こ
と
だ
が
、
こ
こ
で
は
正
午
の
意
ら
し
い
」
と
な
っ
て
い

ま
す
。
僕
が
調
べ
た
こ
と
は
無
駄
だ
っ
た
ん
で
す
か
。
が
っ
か
り
で
す
ね
。

下
向
井
：
な
に
言
っ
て
る
ん
だ
、
そ
ん
な
こ
と
は
な
い
よ
。
『
正
法
眼
蔵
』
で
は
朝

食
時
間
と
い
う
意
味
で
使
わ
れ
、
そ
れ
に
依
拠
し
て
い
る
『
仏
教
語
辞
典
』
も
そ
の

意
味
し
か
あ
げ
て
い
な
い
。
「
僧
前
」
と
同
じ
意
味
と
し
て
の
「
粥
時
」
は
、
ど
の

辞
書
に
も
な
い
じ
ゃ
な
い
か
。
大
発
見
だ
よ
。
岡
井
君
が
『
史
人
』
に
「
王
朝
貴
族

と
休
日
」
を
書
く
か
ら
、
君
は
「
粥
時
」
に
つ
い
て
書
い
て
み
た
ら
。

石
原
：
い
い
で
す
ね
。
や
っ
て
み
ま
す
。

五

一
年
の
後
．

下
向
井
：
石
原
君
、

ん
だ
け
ど
。

石
原
：
あ
の
、
え
え
と
、
『
史
人
』
の
た
め
の
自
分
の
論
文
の
方
と
、
修
論
の
方
が

・
・
・
。
申
し
訳
あ
り
ま
せ
ん
。

下
向
井
：
え
！
書
け
な
い
。
僕
も
締
切
を
過
ぎ
た
原
稿
を
い
っ
ぱ
い
抱
え
て
大
変
な

ん
だ
け
ど
な
あ
。
し
ゃ
あ
な
い
な
あ
。
遅
れ
つ
い
で
だ
。
こ
れ
ま
で
の
「
粥
時
」
を

め
そ
る
君
と
僕
と
の
や
り
と
り
を
そ
の
ま
ま
公
表
す
る
こ
と
に
す
る
が
、
そ
れ
で
い

い
か
な
。

後
記
演
習
準
備
過
程
で
の
や
り
と
り
、
発
表
内
務
、
質
疑
は
、
必
ず
し
も
そ
の
ま

ま
再
現
し
た
も
の
で
は
な
い
。
一
九
九
八
年
八
月
、
下
向
井
研
究
室
に
科
研
の
設
備

費
で
新
し
い
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
ー
が
導
入
ぎ
れ
た
。
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
で
東
京
大
学
史

料
編
纂
所
の
「
平
安
時
代
フ
ル
テ
キ
ス
ト
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
」
を
呼
び
出
し
、
用
例
を

検
索
し
た
結
果
、
「
粥
時
」
九
例
、
「
僧
前
」
四
七
例
を
見
つ
け
る
こ
と
が
で
き
た
。

今
後
の
『
小
右
記
』
演
習
で
こ
の
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
は
も
の
す
ご
い
威
力
を
発
揮
す
る

こ

と

に

な

る

だ

ろ

う

。

（

一

九

九

八

年

一

O
月
一

O
日）

「
粥
時
」
の
原
稿
で
き
て
る
か
な
。

『
史
人
』
の
編
集
に
入
る
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